
 

１．配偶者居住権の意義 

  被相続人の死亡時にその被相続人の財産であった

建物に居住していた配偶者は、遺産分割または遺言に

より、その居住していた建物（以下「居住建物」）の

全部につき無償で居住したり賃貸したりする権利（＝

「配偶者居住権」）を取得することができます（民法

1028 条第 1 項・本紙№746 参照）。 
２．配偶者居住権等と相続税の小規模宅地等の特例 
（1）小規模宅地等の特例の概要 

   小規模宅地等の特例とは、個人が相続等により取得

した宅地（土地又は土地の上に存する権利をいう。以

下「宅地等」。）のうち被相続人又は被相続人と生計

をーにしていた被相続人の親族（被相続人等）の事業

の用又は居住の用に供されていた一定の宅地等（下図

の 4 区分）について、相続税の申告期限までその宅地

等を保有し、事業や居住の用に供するなど一定の要件

を満たす場合は、被相続人等に係る相続税の計算上、

一定の面積（限度面積）までの部分について、その相

続税の課税価格を次のとおり減額する特例をいいます

（租税特別措置法 69 条の 4）。 
相続開始直前におけ

る宅地等の用途 
小規模宅地

等の区分 
限度 
面積 

減額 
割合 

① ②および③以外の

被相続人等の事業用

の宅地等 

特定事業用

宅地等 
400 ㎡ 80% 

② 一定の法人に貸付

けられ、その法人の

事業(貸付事業を除く)
用の宅地等 

特定同族会

社事業用宅

地等 

400 ㎡ 80% 

③ 被相続人等の貸付

事業用の宅地等 
貸付事業用

宅地等 
200 ㎡ 50% 

④ 被相続人等の居住

用の宅地等 
特定居住用

宅地等 
330 ㎡ 80% 

（2）配偶者居住権等と小規模宅地等の特例の適用 
配偶者居住権自体は、建物に関する権利であるこ

とから、宅地等に係る特例である、小規模宅地等の

特例の適用を受けることはできません。 
 配偶者が配偶者居住権を取得した場合における、 

居住建物の敷地の利用権は、前述(1)の「土地の上に

存する権利」に該当することから、上図④の特定居

住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受け

ることができます。 

居住建物の敷地の所有権についても、その取得者

が居住建物に被相続人と同居していた等の要件を満

たすことにより、特定居住用宅地等として小規模宅

地等の特例の適用を受けることができます（租税特

別措置法 69 条の 4 第 1 項、第 3 項 2 号・財務省「

平成 31（令和元）年度税制改正の解説」539 頁）。 
３．配偶者居住権等と相続税の物納 
（1）相続税の物納の概要 
  相続税法は、納税義務者が延納によっても金銭で

納付することを困難とする事由がある場合に、税務

署長の許可を受けることにより、その納付を困難と

する金額を限度として金銭以外の一定の財産による

納税(物納)が認められています（同 41 条第 1 項）。 
   相続税の物納に充てることができる財産（物納財

産）とは、原則、納税義務者の相続税の課税価格計

算の基礎となった相続財産（相続時精算課税の適用

を受ける財産を除く。）で、日本国内に所在するも

ののうち一定のものをいい、譲渡制限が付されてい

る株式など一定の財産は、管理処分に不適格な財産

（「管理処分不適格財産」）として物納財産から除

外されています（相続税法 41 条第 2 項、同施行令

18 条）。また物納財産が複数ある場合には、相続税

法上、物納に充てることができる財産の順位が定め

られています（相続税法 41 条第 2 項、第 5 項）。 
（2）配偶者居住権等と物納の適用 

   配偶者居住権自体は譲渡が禁止（民法 1032 条第

2 項）されていることから、上記３(1)の「管理処分

不適格財産」に該当し、物納に充てることができま

せん（相続税法 41 条第 2 項）。 
   配偶者居住権が設定された建物およびその敷地の  

所有権は、他の財産に比べて物納の順位が後れる

「物納劣後財産」とされ、他に物納に充てるべき

適当な財産がない場合に限り、物納に充てること

ができます（同法第 4 項）。 
４．適用時期 

上記２(2)と３(2)の取扱いは、配偶者居住権に関す

る民法の施行日である、令和 2 年 4 月 1 日以後に開

始する相続により取得する財産に係る相続税につい

て適用されます（改正法附則１条 7 号ロ）。 
（山崎 信義） 
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